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（１）安全体制の更なる強化
【国土交通省】
○認定セミナーの有効活用
　平成25年7月より導入した民間機関等が国土交通省の
認定を受けて運輸安全マネジメントセミナー等を実施する
仕組み（認定セミナー制度）を活用した自動車運送事業者
への「運輸安全マネジメント」の普及・啓発を実施する。

継続 ◎

【国土交通省】
○平成２９年３月現在、８法人が実施する運輸安全マネジメントセミナーを認定。

【（公社）全日本トラック協会】
○運輸安全マネジメントの評価対象拡大について、国土交通省大臣官房運輸安全監理官
室と具体策を協議中（平成２９年３月現在）。

◆認定セミナーの実施状況（括弧内は受講人数）
　　　　　　平成２５年度（７～３月）：　　 １１３回（６，３０８人）
　　　　　　平成２６年度：　　　　　　　　　３３５回（１０，１１５人）
　　　　　　平成２７年度：　　　　　　　　　２７１回（６，８７４人）

【国土交通省、（独）自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ）】
　安全マネジメント評価に当たって、ＮＡＳＶＡ等を活用。

継続 ○

【国土交通省】
○第三者機関による安全マネジメント評価の実施
　・第三者機関（安全マネジメントについての知識経験を有する職員が相当数いる等の
　要件に該当する者）も安全マネジメント評価をすることができることとし、その場合に
　は、国が行った評価と同等に扱う。
　・平成２１年１０月２６日、ＮＡＳＶＡを第三者機関として認定。
　・平成２２年３月に３法人、同年９月に１法人を第三者機関として追加認定。

◆第三者機関による安全マネジメント評価の実施回数
　　　　　　平成２１年度：　　３回
　　　　　　平成２２年度：　３０回
　　　　　　平成２３年度：　２１回
　　　　　　平成２４年度：　２３回
　　　　　　平成２５年度：　１９回
　　　　　　平成２６年度：　１２回
　　　　　　平成２７年度：　１８回

これまでの講ずべき施策の実施状況

施策の位置付け

◎

【事業者団体】
　安全マネジメントを浸透させるための講習会を、定期的
（例　半期毎等）に実施。
　また、NASVAの実施する安全マネジメント講習等の受講
費用に対する助成を拡充。

◇参　　考　　指　　標◇
赤字は、平成26年６月27日以降の進捗状況

継続

今後取り組むべき課題
※進　　捗　　状　　況（平成２９年３月２４日現在）

赤字は、平成26年６月27日以降の進捗状況
実施の目途

施　　策

【（公社）日本バス協会】
　平成２１年１０月１６日発出された「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の
実施について」を受け、地方バス協会に対し、新たな評価対象事業者及び受講希望事業者
等を対象として、運輸局と連携して各地方ブロック（運輸局単位）毎に運輸安全マネジメント
制度の一層の浸透・定着のための講習を平成２１年度中に開催するよう要請し、この結果、
各地方ブロックでの講習会については実施済み。
　また、平成２１年６月に策定した「バス事業における総合安全プラン２００９」では、地方バ
ス協会が主催する会員事業者を対象とした講習会を定期的に開催するとした。平成２２年４
月１日以降の状況は以下のとおり。
○ 都道府県バス協会主催の安全マネジメント講習会及び安全マネジメント講習を盛り込ん
だ各種会議を開催した。
○ NASVAの実施する安全マネジメント講習会への参加費用を助成した。
○ NASVAの実施する安全マネジメント講習会への積極的な参加を促した。
平成２３年度以降も、引き続き安全マネジメントの普及に取り組んでおり、実施状況は以下
のとおりである。
○都道府県バス協会において、安全マネジメント講習会（説明会）及び安全マネジメント講
習を含む各種会議を開催した。
○ＮＡＳＶＡの実施する安全マネジメント講習会への参加費用を助成した。
○ＮＡＳＶＡの実施する安全マネジメント講習会への積極的な参加を促した。

【（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会】
　平成２１年９月に策定した「ハイ・タク事業における総合安全プラン２００９」において、１～２
年以内に各県協会が事業者を対象に安全マネジメントを浸透させるための講習会を定期的
に実施することを盛り込み、全国のタクシー協会で講習会を開催している。
　各県協会では、ＮＡＳＶＡの実施する安全マネジメントセミナー、講習会等の積極的な受講
を推進しており、開催情報を会員に周知するとともに、一部の協会では受講費用の助成も
行っている。
　また、各地方運輸局において開催される運輸安全セミナーの積極的受講について各県協
会を通じて傘下会員事業者に促した。
　更に、平成２２年３月５日に開催をした全タク連交通安全委員会において国土交通省担当
官を招聘して運輸安全マネジメントに関する研修を実施した。

【（公社）全日本トラック協会】
○平成２１年１１月１２日付け文書にて「トラック事業における総合安全プラン２００９」につい
て各都道府県トラック協会に通知。
○平成２２年３月１８日開催の第８２回通常総会で上記プランの実施について承認。
○都道府県トラック協会が実施する「安全マネジメント講習会」について、開催場所、講師の
選考方法、使用する教材等実施状況についてアンケート調査を行い、結果をまとめて関係
者の参考に供した。
○平成２２年度において、２９の地方協会が講習会を開催し、それぞれ年間１～５回程度
（多いところは２２回）実施している。

◆各団体における安全マネジメント講習の実施回数
【日本バス協会】
(地方バス協会における開催実績）
H21：33回
H22：40回
H23：34回
H24：44回
H25：74回
H26：38回
H27：42回
H28：44回
※NASVA主催の安全マネジメントセミナー参加費用の助成は除く。

①運輸安全マネジメントの更なる浸透



③事業者団体職員等に対する研修 【国土交通省】
　事業者団体の職員等に対し、運輸安全マネジメントにつ
いて、国土交通大学校における研修、国土交通省職員を
派遣しての研修等を実施。

継続 ○

【国土交通省】
○平成２１年度から国土交通大学校柏研修センターで実施される運輸安全マネジメント評
価研修（大臣官房運輸安全監理官室主催）にＮＡＳＶＡ職員ほか第三者機関認定法人職員
が参加。
     ・平成２１年度（４６名）、平成２２年度（６１名）、平成２３年度（４０名）、平成２４年度（２７
名）、平成２５年度（３３名）、平成２６年度（３７名）、平成２７年度（３２名）

認定機関等職員の研修参加人数
平成２１年度（４６名）
平成２２年度（６１名）
平成２３年度（４０名）
平成２４年度（２７名）
平成２５年度（３３名）
平成２６年度（３７名）
平成２７年度（３２名）

【国土交通省】
　安全マネジメント評価の結果、安全マネジメント体制が
整っていると認められる自動車運送事業者に対しては、監
査周期を延長。 継続 ○

【国土交通省】
　自動車運送事業に係る運輸安全マネジメント実施通達の改正（平成２１年１０月１６日施
行）
○自動車運送事業・運輸安全マネジメントの取組等に対するインセンティブ
　・地方運輸局は、国土交通省又は第三者機関のマネジメント評価を受けた事業者につい
ては、マネジメント評価の内容に応じて、長期未監査を理由とする巡回監査及び呼出監査
の対象としないことができるものとする。

【日本バス協会】
　貸切バス事業者安全性評価認定制度（セーフティバス認
定制度）の評価において、運輸安全マネジメント認定セミ
ナーの受講事業者に対する重点的な配点を検討。

２６年度内 ○

【日本バス協会】
平成29年度の評価より、中小規模事業者が国土交通省が認定した運輸安全マネジメントセ
ミナーを受講した場合、評価。（2点加点）

⑤上級講習（仮称） 【NASVA等の講習実施機関】
以下のカリキュラムの内容を運行管理者講習に取り入
れ、講習を実施する。
・運転者の日常的な健康管理を、運行管理者が行うため
の指導方法。
・社会的影響の大きい重大事故の分析結果による、効果
的な再発防止対策　等

継続 ○ ○

【ＮＡＳＶＡ】
○再発防止対策を策定する手法の習得のために、事故要因分析手法の紹介と業態毎に
様々な事故事例集を掲載した「事故事例研究」を特別講習テキストに掲載し、運行管理者
が自ら再発防止策を考えさせる小集団ロールプレイ方式により講習を実施している。平成２
６年度以降も事故事例のリニューアルを行いつつ、特別講習を引き続き実施している。
○平成２６年度に基礎講習、一般講習及び特別講習用テキストについて、事業用自動車運
転者の健康管理、健康診断結果等に基づいた指導方法に関する記述をリニューアルし、基
礎講習、一般講習及び特別講習を引き続き実施している。

⑥運行管理者試験における出題等の
見直し

【（公財）運行管理者試験センター】
　効果的に実務上の知識及び能力を問うことができるよ
う、有識者からの意見も伺い、出題及び配点を見直し。

継続 ○

【（公財）運行管理者試験センター】
○運行管理者試験について、平成２２年度の第１回試験（８月）から、運行管理者の業務に
おけるより実務上の知識及び能力を問う問題を出題するとともに、出題方法も見直し、ま
た、実務上の知識及び能力に係る項目については、責任点を１点から２点へ引き上げて実
施している。
　今後も、より運行管理者の業務に沿った実務上の知識及び能力を問う問題を出題すると
ともに、試験結果の状況を見極めつつ、出題方法及び合格基準の見直し等試験の効果的
な実施に努めることとしている。

◆運行管理者試験合格者数（旅客）
平成２６年度第１回（平成２６年８月実施）：１２００人（合格率２１．０％）
平成２６年度第２回（平成２７年３月実施）：２２３４人（合格率３５．１％）
平成２７年度第１回（平成２７年８月実施）：１２０５人（合格率１７．５％）
平成２７年度第２回（平成２８年３月実施）：２２６９人（合格率３２．３％）
平成２８年度第１回（平成２８年８月実施）：２８７６人（合格率３５．２％）

◆運行管理者試験合格者数（貨物）
平成２６年度第１回（平成２６年８月実施）：３６７４人（合格率１４．４％）
平成２６年度第２回（平成２７年３月実施）：１０１８１人（合格率３６．９％）
平成２７年度第１回（平成２７年８月実施）：７４０２人（合格率２２．６％）
平成２７年度第２回（平成２８年３月実施）：８５７５人（合格率２９．０％）
平成２８年度第１回（平成２８年８月実施）：１０８６８人（合格率３０．２％）

⑦優良事例の共有 【国土交通省】
各事業者が実施している事故防止対策等の優良事例等
について、他事業者の参考となるよう、関係業界等と連携
して、水平展開を推進していく。

２６年度～ ◎

【国土交通省】
○自動車運送事業者を対象とした地方運輸局主催の事故防止セミナー等において、事業
者の事故防止に係る取組を紹介することにより、優良事例の水平展開を図っている。

継続

【（公社）日本バス協会】
　日本バス協会会員事業者において安全マネジメントの円滑な取組みができるよう、安全マ
ネジメント推進マニュアル「安全マネジメントに取り組みましょう」を作成し、全会員事業者に
配布した。（平成２１年度、２２年度）
平成２３年度以降も、必要に応じて安全マネジメント推進マニュアル「安全マネジメントに取
り組みましょう」を配付するとともに、平成２５年１０月から安全管理規程等義務付け事業者
が全貸切バス事業者に拡大されたことから、平成２６年１０月に当該マニュアルの改訂を行
い、全会員事業者に配布した。

【（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会】
　平成２３年１１月、１０台未満の小規模事業者向け「安全マネジメント実施手引き」（全タク
連版）を作成し、全国のタクシー事業者に配布した。

【（公社）全日本トラック協会】
　中小事業者向けの安全マネジメントの視聴覚教材（DVD）を作成し、地方協会の講習会用
に配布し、活用に供した。（平成２２年度）

【国土交通省】
　自動車運送事業に係る運輸安全マネジメント実施通達の改正（平成２１年１０月１６日施
行）
○事業者向け安全マネジメント手引の改訂
　・安全管理規程等義務付け事業者、準大規模事業者（車両が概ね１００両以上又は営
　業所が２以上）、中小規模事業者（車両数が概ね１００両未満かつ営業所が１）の事業
　規模別にわかりやすく、具体的な取組例を入れて改訂。
　・貸切バス事業者等への安全管理規程等義務付け事業者の拡大に伴い、安全管理規程
等義務付け事業者、準大規模事業者の手引を統合し、安全管理規程等義務付け事業者用
と中小規模事業者用の二部構成とすることにより、中小規模事業者である安全管理規程等
義務付け事業者が取り組むべき事項を明確化した。（平成２５年１０月１日施行）

②中小規模事業者向けの手引の活用

◎

④安全マネジメント体制の整っている
事業者に対するインセンティブの付与

【国土交通省、事業者団体】
　中小規模事業者が安全マネジメントの取組を容易に行え
るよう作成した業態ごとのわかりやすい手引を活用し、中
小事業者への運輸安全マネジメント制度の更なる普及を
図る。



⑧業界全体での事故情報の共有 【国土交通省】
　業界全体で事故情報を共有化するため、以下の情報を
発信するメールマガジン「事業用自動車安全通信」の配信
を継続する。
・重大事故等情報（事故速報に基づくもの）
・自動車から発進される自動車の安全に係る情報及びお
知らせ等

継続 ◎

【国土交通省】
○平成２１年６月３日からメールマガジン「事業用自動車安全通信」において、重大事故等
の発生状況、その原因と考えられる不適切な運行管理等の情報等を発信。
現在（平成26年6月6日）、第２５１号を発信しており、登録者数が１４，３７３人。（前回のフォ
ローアップ会議以降、１，２０１人増加）
○「自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会」において、平成２０年には１１件、平
成２１年には１６件、平成２２年には１０件、平成２３年には１０件、平成２４年には１０件、平
成２５年には９件の事業用自動車による社会的影響の大きい重大事故の要因分析を実施
し、報告書をとりまとめ公表した（平成２５年６月７日、平成２４年度報告書公表）。
〇平成２６年６月に発足した「事業用自動車事故調査委員会」において事故調査を実施し、
報告書をとりまとめ公表した。

【（公社）全日本トラック協会】
○事業用貨物自動車の事故実態を交通事故データベースから集計・分析し、有効な事故
防止対策に活用しているところ、随時必要な見直しと分析方法の改善を行い、交通事故防
止セミナー等を通じ、事故防止活動への活用を図っている。

◆メールマガジン登録者数
平成２１年：2,591人
平成２２年：5,906人
平成２３年：8,472人
平成２４年：11,021人
平成２５年：13,208人
平成２６年：12,430人
平成２７年：13,947人
平成２８年：14,780人

◆「自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会」において要因分析を実施した件
数
平成２０年：１１件
平成２１年：１６件
平成２２年：１０件
平成２３年：１０件
平成２４年：１０件
平成２５年：９件

◆「事業用自動車事故調査委員会」において事故調査を実施した件数
平成２６年：２件
平成２７年：６件
平成２８年：１１件

⑨事故速報の報告範囲及び報告時期
の見直し

【国土交通省】
　ドライブレコーダー及びデジタルタコグラフの装着の有無
を事故報告の様式に加える等、「自動車事故報告規則（省
令）を改正し、報告項目を拡大することを検討。

２６年度～ ◎

【国土交通省】
○ドライブレコーダーやデジタルタコグラフの普及状況や先進的にドライブレコーダーの装
着義務づけを行った貸切バス事業者における運転者に対して行う指導監督での活用状況
を踏まえ、必要な対策について検討を行う。

⑩事故歴等の把握 【国土交通省】
　指導監督マニュアルを改正し運転者全員に定期的に運
転記録証明や無事故違反証明書を取得させ、これに基づ
き指導することを推奨する。

２７年度 ○ ○

【国土交通省】
○関係告示等を改正し、自動車運送事業者は、新たに運転者を雇い入れた場合には、当
該運転者の過去の事故歴を把握することとし、必要となる特別な指導及び適性診断を確実
に受けさせるものとした（平成２１年１０月１日施行）。

【国土交通省】
　大型車の車輪脱落事故や車両火災に係る再発防止策を
含め、確実な点検整備の実施について、自動車点検整備
推進運動、整備管理者研修等により啓発を促進。

継続

⑪車輪脱落事故等の再発防止

◆整備管理者研修の受講者数（研修において左記取組を紹介）
H17：53,313人
H18：53,092人
H19：66,511人
H20：72,406人
H21：73,729人
H22：65,496人
H23：68,103人
H24：61,607人
H25：68,226人
H26：66,132人
H27：71,033人

【国土交通省】
○自動車点検整備推進運動の実施要領及び実施細目により、以下の措置を実施。（平成２
１年７月２２日発出）
　・自動車点検整備推進運動において、大型車ユーザー及び運送事業者向けに事故事
　例等を掲載したチラシを作成し配付。
　・大型車の重点点検の実施等。
○整備管理者研修において啓発を実施。
○毎年、ポスター掲示等による車輪脱落事故防止の啓発を実施。
○（社）日本自動車工業会（当時）が新たに作成したリーフレット「新・ＩＳＯホイール取扱いガ
イド」を活用し、ＩＳＯ方式ホイールの適切な点検整備等の実施について、大型自動車等の
使用者に対し周知を図るよう地方運輸局へ通知（平成２２年３月１９日）。
○大型車の車輪脱落事故の発生状況について公表するとともに、日常点検整備の確実な
実施を周知 (平成23年1月14日、平成26年4月25日、平成27年9月10日、平成28年11月4
日)。
○「大型車輪脱落防止キャンペーン」を実施し、「スポーツ報知」の紙面で啓発を実施 (平成
23年3月4日、平成24年2月29日、平成25年3月1日、平成26年3月7日、平成27年3月6日、
平成27年3月27日)。
○「東名高速道路で発生したジェイアールバス関東株式会社及び株式会社ローレル観光バ
スのバス火災事故に関する調査小委員会」報告書の提言を受け、①ターボチャージャーに
係る点検整備の実施、②エンジンオイルへの異物の混入防止、③火災発生時における緊
急時対応マニュアル等による適切な行動について周知。(平成22年6月30日発出)
○事業用バス火災事故の発生状況に係る分析結果について公表するとともに、事故防止
に向けて必要な対策を講じるよう周知。（平成24年3月30日、平成28年2月12日）
○エンジンオイルの劣化から車両火災に至るメカニズムの分析結果を公表するとともに、車
両火災防止に向けた対策を講じるよう周知。（平成24年7月13日）
○ブレーキ液の劣化がブレーキ性能低下に至るメカニズムの分析結果を公表するととも
に、事故防止に向けた対策を講じるよう周知。（平成25年12月10日）
○バスの車体腐食事故を防止するため、車両床下部の適切な点検整備の実施を周知。
（平成26年3月3日、平成26年11月21日、平成27年12月26日）
○タイヤ専業店に対し大型自動車のホイールに関し点検・整備の確実な実施、適切な保守
管理の徹底を周知。（平成26年7月10日）
○ホイールベアリングのグリスの劣化が車両火災に至るメカニズムの分析結果を公表する
とともに、車両火災防止に向けた対策を講じるよう周知。（平成26年7月25日）
○定期交換部品の推奨期間毎の交換の必要性を使用者に周知。（平成27年4月30日）
○スプリング式エアブレーキの引きずりによるバス火災事故を防止するため、スプリング式
エアブレーキの動作確認やエア漏れがないかの点検及び必要な整備を行うよう周知。（平
成28年2月9日）
○デファレンシャルのオイル漏れによるバス火災事故を防止するため、オイル漏れの有無
やオイルの量の点検及び必要な整備を行うよう周知。（平成28年3月3日）
○バス火災事故防止のために重要な点検整備のポイントをとりまとめた「バス火災事故防
止のための点検整備のポイント」を作成し、周知。（平成28年4月22日）
○バスの車体腐食事故を防止するため、自動車メーカーが行う無料点検に併せ、必要に応
じて補修を行うよう周知及び指導。（平成28年7月26日、平成28年8月26日、平成28年9月6
日）
○車両火災を防止するため、冷蔵冷凍車の冷凍機の配線や点検の作業を適切に行うよう
周知。（平成28年9月29日）
○車輪脱落事故の多発時期である2月を前に、適切な点検整備作業の実施を周知。（平成
29年1月31日）

○



【国土交通省】
　ホイール取り付け方法について、ＩＳＯ方式への一元化が
進められる状況において、混在するＪＩＳ方式とＩＳＯ方式そ
れぞれにおける適切な点検整備の方法等の周知を徹底。

継続 ○

【国土交通省】
○「自動車の点検及び整備に関する手引」にＪＩＳ方式とＩＳＯ方式それぞれにおける点検整
備の方法を記載するとともに、（社）日本自動車工業会が作成したリーフレットやＤＶＤを活
用し、自動車点検整備推進運動等において啓発を実施。
○今後、大型車のホイール取り付け方法がＩＳＯ方式に一元化されることから、引き続きＪＩＳ
方式とＩＳＯ方式それぞれの点検整備の方法について周知する。
○毎年、ポスター掲示等による車輪脱落事故防止の啓発を実施。
○（社）日本自動車工業会（当時）が新たに作成したリーフレット「新・ＩＳＯホイール取扱いガ
イド」を活用し、ＩＳＯ方式ホイールの適切な点検整備等の実施について、大型自動車等の
使用者に対し周知を図るよう地方運輸局へ通知（平成２２年３月１９日）。
○大型車の車輪脱落事故の発生状況について公表するとともに、日常点検整備の確実な
実施を周知 (平成23年1月20日、平成24年2月29日、平成25年3月1日、平成26年4月25日、
平成27年9月10日、平成28年11月4日)。
○「大型車輪脱落防止キャンペーン」を実施し、「スポーツ報知」の紙面で啓発を実施 (平成
23年3月4日、平成24年2月29日、平成25年3月1日、平成26年3月7日、平成27年3月6日、
平成27年3月27日)。
○タイヤ専業店に対し大型自動車のホイールに関し点検・整備の確実な実施、適切な保守
管理の徹底を周知。（平成26年7月10日）
○車輪脱落事故の多発時期である2月を前に、適切な点検整備作業の実施を周知。（平成
29年1月31日）

【国土交通省】
運行管理者等への講習を実施している認定機関の講師に
対し、講師のための研修を義務付ける認定要領（告示）を
改正し、自動車運送事業の運行管理に関する事故防止対
策などの情報の知見を広め、運行管理者等への研修の質
の向上を図る。

２７年度～ ◎

【国土交通省】
〇運行の管理に関する講習の認定に関する実施要領を改正（平成２７年４月１日施行）し、
講習の実施者に対し、講師の研修の参加を義務付けた。

【ＮＡＳＶＡ】
平成２７年度より講習担当職員（第一種、第二種講師）に対し、認定要領に基づく研修を実
施している。

【国土交通省】
道路運送法の改正により、旅客自動車運送に関する秩序
の確立に資することを目的とした「旅客自動車運送適正化
事業」が創設された。本事業に基づき、事業者団体による
タクシー事業者への法令遵守に関する指導等が適切に実
施されるよう、当該事業者団体との連携を図る。

２６年度～ ◎

【国土交通省】
（平成２６年１月　旅客運送事業における適正化事業の制度が創設）
平成２７年３月　（一社）東京ハイヤー・タクシー協会を適正化実施機関として指定
平成２７年５月　同協会が適正化事業を開始

（一社）東京ハイヤー・タクシー協会の巡回指導実施件数
平成２７年度　１０９件
平成２８年度　８３件（１２月末時点）

【貨物自動車運送適正化事業実施機関】
全国実施機関が行う適正化事業指導員に対する研修に
ついて適宜見直しを行い、指導業務に則したより実践的な
研修を開催し、調査技術、専門的知識及び法令遵守に係
る指導能力の向上を図る。

継続 ◎

【国土交通省】
○国が実施している自動車監査業務研修に適正化事業指導員を招くとともに、平成29年４
月１日以降、適正化事業指導員に対する資格要件に、従来の資格要件（指導員初級研修、
専門研修及び実務経験１年）に加え、「運行管理者資格の取得」又は「運行管理者基礎講
習の受講」を加えることとし、指導員の資質向上に努める。

【日本バス協会】
地方バス協会において、貸切バス事業者の法令遵守意識
を高め、安全運行による事故防止の徹底を図るため、業
界団体の自主的な取組により営業所への巡回指導を行
う。準備が整った地方バス協会から順次実施。

継続 ◎

【日本バス協会】
平成28年度見込みで、28の都道府県において適正化コンサルティング事業による巡回指導
を行うこととしている。また、本事業については、各地方バス協会において適正化実施機関
との分担を調整し実施体制等を検討しているところ。

⑪車輪脱落事故等の再発防止

◆整備管理者研修の受講者数（研修において左記取組を紹介）
H17：53,313人
H18：53,092人
H19：66,511人
H20：72,406人
H21：73,729人
H22：65,496人
H23：68,103人
H24：61,607人
H25：68,226人
H26：66,132人
H27：71,033人

⑫保安指導を担う指導的人材の育成・
資質の向上と安全体質の底上げ



（２）コンプライアンスの徹底
①監査体制・機能の強化 【国土交通省】

　更なる監査体制強化のため、引き続き監査要員の増員
を図るとともに、監査職員が悪質違反を確認した実例や、
監査現場における手法をもとにした監査マニュアルを周知
し、専門的知見・ノウハウを強化するなど、質・量の両面で
監査・処分の機能・体制の更なる強化を推進。

継続 ◎

【国土交通省】
○監査要員の増員
　・平成２２年度、運輸支局に２３人増員。
　・平成２３年度、本局に６人、運輸支局に１９人増員
　・平成２４年度、本局に６人、運輸支局に８人増員
　・平成２５年度、本局に８人、運輸支局に１４人増員
　・平成２６年度、運輸支局に１４人増員
　・平成２７年度、本局を１人減、運輸支局に１０人増員
　・平成２８年度、運輸支局に１人増員
　・平成２９年度、本局を９人増員、運輸支局に４５人増員（予定）

○軽井沢スキーバス事故を受けて、道路運送法を改正し、民間指定機関が貸切バス事業
者の巡回指導等を行うための負担金制度を創設した。（平成２７年１２月９日公布・１２月２０
日施行）民間指定機関は悪質な法令違反事業者について国に通報、国はこのような監査
業務の補完機能を活用することにより、悪質な事業者に対する監査・処分に重点化する。

◆監査要員数
平成２０年度末：２３０人
平成２１年度末：２５８人
平成２２年度末：２８１人
平成２３年度末：３０６人
平成２４年度末：３２０人
平成２５年度末：３４２人
平成２６年度末：３５６人
平成２７年度末：３６５人
平成２８年度末：３６６人
平成２９年度末：４２０人（予定）

②街頭監査の充実 【国土交通省】
関係各所から入手した情報や監査の実施結果をもとに、
効果的な実施場所・時間帯等を割り出し、街頭監査の充
実を図る。

継続 ◎

【国土交通省】
○年末年始の輸送等に関する安全総点検における実施項目に街頭監査の実施を追加（平
成２６年度～）
○貸切バスの多客期前の事故防止措置として、ＧＷ前の街頭監査の実施を指示（平成２７
年２月）
○軽井沢スキーバス事故を受けた緊急対応として、貸切バスに対する街頭監査の実施を
運輸局等に指示（平成２８年１月２１日～３月中旬まで）

◆街頭監査実施数
平成２６年度：１５６件
平成２７年度：２２６件
平成２８年度上半期：２５４件

③効果的・効率的な監査の実施 【国土交通省】
機動的に監査を行える街頭監査を進め、事業者の実態を
把握して分析を行い、情報を蓄積して継続監視リストの充
実を図る。また、リストを活用して法令違反の疑いのある
悪質な事業者をあぶり出し、効果的な監査を実施するとと
もに、厳格な処分を実施する。さらには、ネガティブ情報の
開示等を積極的に行う等の措置を実施。

継続 ○

【国土交通省】
○巡回監査、呼出監査において、監査端緒に応じて監査を実施すべき重点事項を例示した
通達を発出（平成２１年１０月２２日）。
例）バス火災事故を端緒とする監査にあっては、点検整備の実施状況等
○悪質な法令違反の疑いがある事業者に対して優先的・集中的に監査を実施することとす
るほか、バス分野を念頭とした街頭監査の新設を盛り込んだ監査方針通達を発出（平成２５
年１０月１日施行）
○貸切バスの多客期前の事故防止措置として、効果的な監査の実施を目的としたインバウ
ンド事業者リストの作成を指示（平成２７年２月）
○軽井沢スキーバス事故を受けた緊急対応として、優先的に監査を実施すべき事業者を
抽出し、貸切バスに対する集中的な監査の実施を指示（平成２８年１月１９日～３月中旬ま
で）
○法令違反の早期是正を目的とし、指摘事項確認監査の実施等を盛り込んだ監査方針通
達を発出（平成２８年１２月１日施行）

◆監査件数
平成２０年度：１１，５４６件
平成２１年度：１３，６４９件
平成２２年度：１２，７６８件
平成２３年度：１３，６７６件
平成２４年度：１５，５１３件
平成２５年度：１５，９７５件
平成２６年度：１６，０１９件
平成２７年度：１５，４１７件
平成２８年度上半期：５，３８９件

④事業用自動車総合安全情報システ
ムの新規構築

【国土交通省】
個別に管理されてきた「監査総合情報」、「自動車事故情
報」、「自動車検査登録情報」等、事業用自動車に関する
行政保有情報を活用し、横断的、多角的に分析すること
で、事故の未然防止のための指導や監査機能の強化に
積極的に役立てる。

２８年度～ ○

【国土交通省】
平成２７年度、２８年度の２ヵ年で、「監査総合情報」、「自動車事故情報」、「自動車検査登
録情報」等、事業用自動車に関する行政保有情報を一元的に管理し分析可能な「事業用自
動車「総合安全情報システム」の運用を開始したところ。（平成２９年３月～）

⑤監査における関係省庁間の連携 【国土交通省】
平成２１年に策定した労働基準監督機関との合同監査・監
督の実施にあたって留意すべき事項に基づき、引き続き、
自動車運送事業者に対する監査における関係省庁間の
連携を図る。

継続 ○

【国土交通省】
○厚生労働省との打合せ（平成２１年１１月）を経て、自動車運送事業者に対する労働基準
監督機関との合同監査・監督の実施にあたって留意すべき事項についての通達を発出（平
成２１年１２月２２日施行）。
○自動車運転者の労働条件改善のための相互通報制度を改正し、健康管理に関する違反
事案について厚生労働省との通報対象に追加（平成２８年８月～）



⑦処分逃れの防止 【国土交通省】
平成２１年に改正した処分逃れ対策に係る処分基準に基
づき、引き続き、処分逃れ事業者の防止に取り組んでい
く。

継続 ◎

【国土交通省】
　次のとおり処分基準を改正（平成２１年１０月１日施行）
○処分の実効性の確保１
　・違反営業所から処分前に他の営業所に車両を移動した場合
      　　　 →　当該他の営業所にも行政処分を行う。
　・違反事業者が処分前、処分後に会社分割又は他社へ事業譲渡（認可を要する場合の
みならず、車両等の譲渡による実質的な事業譲渡を含む。）を行った場合
　　　　　　→　承継事業者、譲渡先事業者にも行政処分を実施
             　　 承継事業者、譲渡先事業者にも違反点数を承継

○処分の実効性の確保２（一般乗用旅客自動車運送事業）
　・自動車等の使用停止処分において、遊休車両分について付加的に使用停止処分を行
う。
○旅客自動車運送事業において、許可取消を受けた会社の子会社等、処分逃れを目的と
して監査後に廃業した者等の参入を制限。（平成28年12月9日公布、同月20日施行）

⑧荷主等の発注者への対策 【国土交通省】
　適正取引の確保及び安全を阻害する行為を防止する観
点から、貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正等を行
い、取引の書面化を推進するとともに、荷主等による輸送
の安全阻害行為が明確な場合には、速やかに荷主勧告を
発動し公表できるよう所用の措置を講じた（平成26年4月1
日施行）ところであり、引き続き、荷主勧告制度の適切な
運用を図る。

継続 ◎

【国土交通省】
○現行の荷主勧告制度については、違反を犯したトラック事業者に対して行政処分が行わ
れることが前提となっており、発動までに時間がかかるとともに、対象となる事案が限られて
いる状況であることを踏まえ、行政処分が未定の法令違反通報についても、荷主へ注意喚
起及び法令違反に係る 再発防止に向けた働きかけができるよう所要の改正を予定。（平成
２９年４月目処）

◆荷主勧告制度に基づく安全協力要請書の発出件数
平成21年度：92件
平成22年度：68件
平成23年度：88件
平成24年度：64件
平成25年度：54件
平成26年度：48件(速報値)
平成27年度：26件(速報値)

【国土交通省】
　次のとおり処分基準を改正（平成２１年１０月１日施行、平成２５年１１月１日一部改正）
○最低賃金法違反に対する処分基準を創設（旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事
業）
    　　　　　　　一部の支払い
　　　  　　　　　　 　　　　　　　初違反１０日車　再違反２０日車
　    　　　　　　全てへの支払い
　　　   　　　　　　　　　　　　　初違反２０日車　再違反４０日車
○社会保険等未加入に対する処分基準
　・（旅客自動車運送事業）処分基準の創設
　　　　　　　　　一部未加入　初違反１０日車　再違反２０日車
　　　　　　　　　全部未加入　初違反２０日車　再違反４０日車
　・（貨物自動車運送事業）処分基準の強化
　　　　　　　　　一部未加入　初違反警告　　   →　１０日車
　
○飲酒運転等に対する処分基準を強化
　・処分日車数の強化
　　　　　　　　　　　　　　　　　  初違反　８０日車　→　１００日車
　
　・飲酒運転を下命容認した場合の即時事業停止期間の延長　　７日　→　１４日
　・飲酒運転等＋重大事故に係る指導監督義務違反の場合の即時事業停止期間の延長
３日　→　７日
　・飲酒運転等に係る指導監督義務違反の場合、即時事業停止処分（３日）を創設
　点呼におけるアルコール検知器の使用義務化に伴い、処分基準を創設（平成２３年５月１
日施行）
　・アルコール検知器備えなし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初違反　６０日車
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再違反１２０日車
　・アルコール検知器の常時有効保持義務違反
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初違反　２０日車
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再違反　４０日車

○違反の悪質性や事故の重大性等、個別の事情を総合的に勘案し、事業許可の取消処分
を可能とした。（平成２８年７月～）
○複数回にわたり法令違反を是正・改善しない事業者を事業停止又は事業許可取消の対
象とした。（平成２８年１２月～）
○行政処分により使用停止となる車両数の割合の引き上げ。（平成２８年１２月～）
　・使用停止車両割合を全車両の８割に設定。

○輸送の安全に関わる処分量定の引き上げ。（平成２８年１２月～）
　・運賃料金かかる違反、記録類の改ざん、虚偽届出等、悪質、重要事項の違反
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初違反　６０日車（従前の１．５倍～６倍）
　・過労運転、健康診断未受診、点呼未実施等、輸送の安全に密接な事項の違反
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初違反　４０日車（従前の２倍～４倍）
　・運転者に対する指導監督、点呼の記録、保存にかかる違反
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初違反　４０日車（従前の４倍）

○安全を脅かすおそれがある下限運賃割れによる運行の量定を引き上げ（平成２８年１２
月～）
　・運賃、料金届出違反　　　初違反　６０日車（従前の３倍）

○輸送の安全確保命令等、命令違反の処分を強化（平成２８年１２月～）
　・初違反　６０日車　再違反　許可取消　→　初違反　許可取消

○運行管理者への行政処分の厳格化
運行管理者が飲酒運転又は薬物運転した場合には、自家用車の運転であっても資格者証
の返納を命ずる。（平成28年12月1日施行）

継続 ◎

⑥行政処分の着実な実施、充実 【国土交通省】
平成２１年に改正した処分逃れ対策に係る処分基準に基
づき、引き続き、適切な運用を図る。

◆行政処分等件数
平成２２年度：３，２５６件
平成２３年度：３，３８２件
平成２４年度：２，８７７件
平成２５年度：２，５３８件
平成２６年度：３，３２１件
平成２７年度：３，２０２件



①運行管理者講習等におけるアル
コールに関する専門的教育

【NASVA等の講習実施機関及び運行管理者】
　運転者に対する飲酒運転防止の指導を充実させるた
め、関係機関と協力して、アルコールに関する専門的な教
育を、運行管理者講習等で実施。
　また、NASVA等の運行管理者講習実施機関の講師につ
いては、アルコール指導員（アルコールの基礎知識や節酒
方法等の飲酒運転防止の専門的な指導等を実施）の資格
取得を促進し、運転者への飲酒運転防止の指導の充実を
図るとともに、アルコール指導員の養成が可能となる上級
指導員の育成を促進する。

継続 ○

【ＮＡＳＶＡ】
○指導講習におけるアルコール専門教育を行うために、ＮＰＯ法人ＡＳＫの飲酒運転防止イ
ンストラクターとして平成２６年度は新たに３７名が認定され、平成２７年度は新たに１９名が
認定され、これまでに２０３名（退職者等を除く）が認定されている。平成２８年度において、
飲酒運転防止インストラクター養成講座を１６名が受講し、本年度中に認定される見込み。
○平成２２年度より、基礎講習、一般講習及び特別講習のテキストに、ＮＰＯ法人ＡＳＫが執
筆した「今ドライバーに必須のアルコール教育」を掲載。ＤＶＤ「知って得する！アルコール
の基礎知識」（ＡＳＫ制作）の放映とあわせ、各講習でアルコール専門教育を実施。平成28
年度においても引き続き実施している。
○点呼時におけるアルコール検知器使用の義務化に伴い、平成２３年度より、基礎講習、
一般講習及び特別講習のテキストに点呼の実施方法等に関する内容を掲載するとともに、
平成２３年度に視聴覚教材（ＤＶＤ）「点呼-日々の安全運行のために」を作成し、平成２４年
度より各講習でテキストと合わせ本視聴覚教材を機会あるごとに活用し点呼の必要性、点
呼時におけるアルコール検知器の使用義務等の啓発を実施。平成２６年度以降においても
引き続き実施している。平成28年度においても引き続き実施している。

◆ＡＳＫの飲酒運転防止インストラクター認定者数
　Ｈ２１：１７名
　Ｈ２２：５３名
　Ｈ２３：２１名
　Ｈ２４：２４名
　Ｈ２５：３１名
　Ｈ２６：３７名
　Ｈ２７：１９名

②運転者の日常的飲酒に対する指
導・管理

【国土交通省】
これまでの対策によってもなお飲酒運転を行う者が存在す
ることを踏まえ、常習飲酒者をはじめとした運転者や運行
管理者に対し、アルコールの基礎知識や節酒方法等の飲
酒運転防止の専門的な指導を実施するアルコール指導員
の普及促進を図る。 ２６年度～ ◎

【国土交通省】
○運行管理者への行政処分の厳格化
運行管理者が飲酒運転又は薬物運転した場合には、自家用車の運転であっても資格者証
の返納を命ずる。（平成28年12月1日施行）

【（公社）全日本トラック協会】
○飲酒運転に対するトラック事業者や管理者、ドライバーの意識改革を促進するとともに、
営業所等において飲酒運転防止対策を着実に実施することによって飲酒運転の根絶を図
ることを目的とした「飲酒運転防止マニュアル」（平成１９年６月）について、平成２８年７月に
最新版として改訂。

③点呼時におけるアルコールチェッ
カーの使用の実効性向上

【国土交通省】
テレビ電話やインターネット等のＩＴ機器を用いたアルコー
ルチェック等、遠隔地でのアルコールチェックの更なる実効
性向上について検討を行う。

２６年度～ ◎

【国土交通省】
○ＩＴ点呼機器の要件拡大
・アルコールチェックの測定結果に関する記録・保存を行う端末を「営業所の設置型端末」
に限定する従来の要件を緩和し、クラウド型のデータ記録・保存等を認め、情報通信技術
の高度化やモバイル機器の普及等を踏まえ、ＩＴ点呼の対象として、従来の「営業所間又は
営業所と車庫で行う点呼」に加えて、新たに「営業所と遠隔地で行う点呼」をＧマーク事業所
に限り認める。
（平成２８年７月施行）

◆飲酒運転に係る道路交通法違反取締り件数
平成２０年：２８７件
平成２１年：２０７件
平成２２年：１７３件
平成２３年：１５１件
平成２４年：１２１件
平成２５年：１２６件
平成２６年：１２０件
平成２７年：１０２件

④危険ドラッグ等薬物の使用禁止の
徹底

【国土交通省】
関係団体等と連携しつつ、事業者や運行管理者等に対す
る指導・監督及び啓発活動の推進を通じて、危険ドラッグ
等薬物の使用禁止の徹底を図る。

２６年度～ ◎

【国土交通省】
○平成２６年７月に危険ドラッグを含む、安全な運転をすることができない恐れのある薬物
の使用禁止を徹底する通達を発出。
○同年９月に、再度徹底するための通達を発出。
○平成２２年度より、運行管理者講習のテキストに薬物使用禁止の徹底に係る資料を掲載
し、各講習で薬物に係る指導教育を実施。平成２８年度においても引き続き実施している。

【ＮＡＳＶＡ】
○基礎講習、一般講習及び特別講習のテキストに、「覚醒剤等薬物問題について」を掲載、
各講習で運行管理者等に対し覚醒剤、危険ドラック等薬物の危険性等の啓発を実施。平成
２６年度以降引き続き実施している。

（３）飲酒運転の根絶・危険ドラッグ等薬物使用による運行の絶無



（４）より先進的なＩＴ・安全技術の活用
①衝突被害軽減ブレーキ等のより一
層の普及促進

【国土交通省】
　衝突被害軽減ブレーキを始めとする先進安全自動車
（ASV）技術について、基準策定や補助制度、税制特例、
自動車アセスメント等により普及を促進。また、地方運輸
局の実施するセミナー等を通じて、事業者のASV技術に対
する理解を促進。

継続 ◎

【国土交通省】
○平成19年度より実施している事故防止対策支援推進事業（先進安全自動車（ＡＳＶ）の導
入に対する支援）において、引き続き衝突被害軽減ブレーキ等のASV技術の購入補助（費
用の2分の1）を実施。なお、前回以降の実績は以下の通り。
・平成25年度実績：（衝突被害軽減ブレーキ3,871台、ふらつき警報装置1,336台、車線逸脱
警報装置21台、EVSC2,681台）

○平成24年4月より、衝突被害軽減ブレーキを装備した大型トラックに対して、自動車重量
税及び自動車取得税に係る税制特例措置を実施。平成25年度税制改正において、バスを
税制特例対象に追加。

○大型車の衝突被害軽減ブレーキについて、平成26年11月より順次装備義務付けを開
始。なお、基準策定の経緯は以下の通り。
・平成24年3月に衝突被害軽減ブレーキの技術基準を策定し、大型トラックに対する装備義
務付けを決定。
・平成25年1月に大型バスを対象に追加。
・平成25年11月に国連の衝突被害軽減ブレーキ（AEBS）に関する協定規則（第131号）を技
術基準に採用。
・平成26年2月に性能要件の強化及び装備義務付け対象の中型トラック・バスへの拡大を
決定。

【（公社）全日本トラック協会】
○いわゆる中型車（車両総重量３．５トン以上、８トン未満）が惹起する追突事故の被害を減
少させるため、衝突被害軽減ブレーキ装置を導入した都道府県トラック協会の会員事業者
（中小企業者）に対する導入助成事業を、平成２９年度より実施予定。
○左折巻き込み事故防止対策として、車載カメラ搭載車を導入した都道府県トラック協会の
会員事業者（中小企業者）に対する導入助成事業を、平成２９年度より実施予定。

【国土交通省】
　過労防止以外の観点（安全対策・環境対策等）から運行
記録計の必要性、活用方策について検討し、これを踏まえ
義務付け範囲の拡大について検討。 継続 ○ ○

◆補助実績（プラン策定以降）
・平成22年度：衝突被害軽減ブレーキ1,222台、ふらつき防止装置709台、車線逸脱警報
装置138台、EVSC525台
・平成23年度：衝突被害軽減ブレーキ2,053台、ふらつき警報装置810台、車線逸脱警報
装置116台、EVSC1,446台
・平成24年度：衝突被害軽減ブレーキ2,646台、ふらつき警報装置453台、車線逸脱警報
装置66台、EVSC1,618台
・平成25年度：衝突被害軽減ブレーキ3,871台、ふらつき警報装置1,336台、車線逸脱警
報装置21台、EVSC2,681台
・平成26年度：衝突被害軽減ブレーキ3,142台、ふらつき警報装置1,097台、車線逸脱警
報装置1,561台、EVSC2,238台
・平成27年度：衝突被害軽減ブレーキ3,228台、ふらつき警報装置813台、車線逸脱警報
装置2,062台、EVSC2,374台

◆政策評価における業績指標
業績指標：衝突被害軽減ブレーキの装着率
指標の定義：１年間に販売される大型自動車（車両総重量８トン超の大型貨物車）のう
ち、衝突被害軽減ブレーキが装着される車両台数の割合
・平成22年度：16.2%
・平成23年度：43.8%
・平成24年度：54.4%
・平成25年度：54.4%
・平成26年度：59.5%
・平成27年度：60.5%

継続

○

③運行記録計の義務付けの拡大 【国土交通省】
○車両総重量７ｔ以上８ｔ未満又は最大積載量４ｔ以上５ｔ未満の車両に対する運行記録計の
義務付け拡大について、省令改正を行った。
公布：平成２６年１２月１日
施行：平成２７年４月１日（新車について義務付け）
　　　 平成２９年４月１日（新車以外の使用過程車について義務付け）
○次世代運行管理・支援システム検討会を次のとおり開催し、デジタル式運行記録計の在
り方やビッグデータを活用した事故防止運行モデル等の運行管理の高度化について検討
を開始した。また、軽井沢スキーバス事故を踏まえてとりまとめた「安全・安心な貸切バスの
運行を実現するための総合的な対策」に基づき、貸切バスに装着義務化するドライブレコー
ダーの性能要件を検討・策定した。
・第１回検討会：平成２６年１０月３１日
・第２回検討会：平成２７年３月２３日
・第３回検討会：平成２７年８月７日
・第４回検討会：平成２８年８月２６日※ドライブレコーダーの性能要件取りまとめ
・第５回検討会：平成２９年２月１５日

【国土交通省】
○居眠り等のドライバーの状態検知技術を利用したドライバーへの警報支援装置（ふらつ
き警報装置）を含む実用化されたASV技術について、補助制度等により普及を促進。

○通信技術を利用したドライバーへの警報支援装置（車々間通信等）については、平成23
年3月に実用化システム基本設計書を策定。

○平成26年度以降、ＳＩＰ（戦略的イノベーション創造プログラム）に基づき、関係省庁と連携
して、車々間通信等を用いたシステムに関する公道実証実験を実施し、実用化に向けた更
なる取組みを推進。

○運転者が体調急変により運転不能に陥った場合に、安全に車両を自動停止させる「ドラ
イバー異常時対応システム」（減速停止型）のガイドラインを平成28年3月に策定。

②更なる先進安全自動車（ＡＳＶ）技術
の開発・実用化の加速

【国土交通省】
　運転者が運転不能に陥った場合に安全に車両を自動停
止するシステム（ドライバー異常時対応システム）や、事故
発生時に自動通報を行うシステム、通信を利用した運転
支援システム等の新たな先進安全自動車（ASV）技術の開
発・実用化を促進。

◎

○

【国土交通省】
・タクシー事業：平成１８年の運行記録計の義務付け指定
地域拡大後における事故、過労運転等の発生状況等を踏
まえつつ、さらなる地域の拡大について検討。
・トラック事業：死亡事故や重軽傷事故が多発している状
況や長距離・長時間輸送が比較的多い状況から、車両総
重量７ｔ以上８ｔ未満又は最大積載量４ｔ以上５ｔ未満の車両
に義務付け対象を拡大。
・運行記録計の低コスト化を推進しつつ、技術革新の状況
を踏まえ、健康管理も含めたより安全運転の指導に有効
な運行管理・支援システムのあり方について検討を行う。

２６年度～２７
年度



⑤IT点呼に係る要件の拡大 【国土交通省】
モバイル機器の普及状況等を踏まえ、IT点呼実施の対象
事業者の拡大等を検討。

２６年度～２７
年度

○

【国土交通省】
○情報通信技術の高度化やモバイル機器の普及等を踏まえ、一定の要件を満たすことを
前提に、Ｇマーク事業所以外にも営業所と当該営業所の車庫間における点呼についても、Ｉ
Ｔ点呼を認めることとし、ＩＴ点呼実施の対象事業者等を拡大を実施。
　またＩＴ点呼の対象として、従来の「営業所間又は営業所と車庫で行う点呼」に加えて、「営
業所と遠隔地で行う点呼」をGマークに限り認め、一定の要件を満たすことを前提に、Ｇマー
ク営業所以外にも営業所と当該営業所の車庫間における点呼についても、ＩＴ点呼を認め
た。
（平成２８年７月施行）

◆遠隔地ＩＴ点呼及びＧマーク事業所以外の営業所・車庫間におけるＩＴ点呼導入状況。
　（平成２８年７月１日～平成２９年２月末までの状況）
・遠隔地ＩＴ点呼
　６０事業者
　192営業所
・Ｇマーク以外
　４事業者
　６事業所

⑥過労防止のための機器の普及 【国土交通省】
平成２５年度から支援事業を実施した過労運転防止に資
する機器について、その有効性を確認していくとともに同
機器の普及促進や技術向上を図っていくため、国の支援
事業を受けた自動車運送事業者から得たデータの共有や
活用方法や機器使用による効果を取りまとめる。

２６年度～ ○

【国土交通省】
過労運転防止に資する機器の導入について国の支援事業を受けた自動車運送事業者に
対してアンケートを実施し、導入効果等についてまとめ、平成２７年８月の第３回次世代運
行管理・支援システム検討会において公表した。
　また、健康や過労運転に起因した事故の未然防止のため、過労防止に資する機器等によ
り運転者の体調管理に関する情報や運転情報等について取得し、ビッグデータとして集
積、活用することにより運転者の体調に即した運行経路の設定が可能になる等の事故防止
運行モデルを検討している。

（参考）
◆補助台数
平成２３年度：ドライブレコーダー７，０４５台、デジタル式運行記録計３，５０２台、デジド
ラ一体型７０９台
平成２４年度：ドライブレコーダー６，４４７台、デジタル式運行記録計２，２４７台、デジド
ラ一体型１，１４１台
平成２５年度：ドライブレコーダー７，８８４台、デジタル式運行記録計４，５９３台、デジド
ラ一体型２，７９０台、過労運転防止機器３，３２０台
平成２６年度：ドライブレコーダー８，６６５台、デジタル式運行記録計２，４８２台、デジド
ラ一体型２，５５６台、過労運転防止機器２，７１５台
平成２７年度：ドライブレコーダー９，８９６台、デジタル式運行記録計１，８２４台、デジド
ラ一体型２，５８４台、過労運転防止機器１，９５２台

◆ドライブレコーダー、デジタル式運行記録計普及率（各協会会員調べ）
貸切バス（左：ドラレコ普及率、右：デジタコ普及率（以下、同じ））
平成２０年度・・・５％、１９．２％
平成２１年度・・・７．２％、２３．１％
平成２２年度・・・９．５％、２５．２％
平成２３年度・・・１３．６％、２７．３％
平成２４年度・・・２３．０％、３０．２％
平成２５年度・・・３１．１％、３７。０％
平成２６年度・・・４０．０％、４０．２％
平成２７年度・・・５７．３％、４９．５％
乗合バス
平成２０年度・・・１５．５％、３０．９％
平成２１年度・・・２２．８％、３９．５％
平成２２年度・・・３４．２％、４４．０％
平成２３年度・・・４４．３％、４５．４％
平成２４年度・・・６０．３％、４９．２％
平成２５年度・・・６８．５％、５３．６％
平成２６年度・・・７４．６％、５２．７％
平成２７年度・・・８５．５％、５８．９％
タクシー
平成２０年度・・・３９．３％
平成２１年度・・・４２．０％
平成２２年度・・・４５．９％
平成２３年度・・・４９．７％、２９．５％
平成２４年度・・・５４．８％、３５．１％
平成２５年度・・・６１．１％、３６．３％
平成２６年度・・・６６．２％、４０．７％
平成２７年度・・・７２．５％、４０．８％
トラック
平成２０年度・・・８．５％、３０％強
平成２４年度・・・２４．６％、３７．５％
平成２７年度・・・３０．６％、４２．２％

◎ ◎

【国土交通省】
　運行記録計の低コスト化を推進しつつ、技術革新の状況
を踏まえ、健康管理も含めたより安全運転の指導に有効
な運行管理・支援システムのあり方について検討を行う。

④映像記録型ドライブレコーダ、デジタ
ル式運行記録計等を活用した運行管
理の高度化

【国土交通省】
○次世代運行管理・支援システム検討会を次のとおり開催し、デジタル式運行記録計の在
り方やビッグデータを活用した事故防止運行モデル等の運行管理の高度化について検討
を開始した。また、軽井沢スキーバス事故を踏まえてとりまとめた「安全・安心な貸切バスの
運行を実現するための総合的な対策」に基づき、貸切バスに装着義務化するドライブレコー
ダーの性能要件を検討・策定した。
・第１回検討会：平成２６年１０月３１日
・第２回検討会：平成２７年３月２３日
・第３回検討会：平成２７年８月７日
・第４回検討会：平成２８年８月２６日※ドライブレコーダーの性能要件取りまとめ
・第５回検討会：平成２９年２月１５日

【（公社）全日本トラック協会】
○ドライブレコーダの普及促進を目的に、導入方法や効果並びに活用方法をまとめ平成２
５年度に作成した「ドライブレコーダ活用マニュアル」について、近年の機器性能の高度化
や多様化した運送事業者の活用方法に合わせ、情報最新化をおこなった新たなマニュアル
の見直しを、平成２９年度に実施予定。

（参考）
○自動車運送事業者における乗務員のリスク情報の把握や共有、経営者や運行管理者に
よる事故の再発防止対策の検討・立案等を容易に、かつ、効率的・効果的に実施するため
の映像記録型ドライブレコーダー活用マニュアルを公表した（平成２１年１０月３０日）。
○平成２３年度に自動車運送事業者による映像記録型ドライブレコーダー、デジタル式運行
記録計の導入を支援する補助制度を創設し、導入費用の３分の１を補助（継続）
○平成２５年度に自動車運送事業者による過労運転防止に対する先進的な取り組みに対
する導入を支援する補助制度を創設し、導入費用の１／２を補助（継続）
○平成２３年度補助実績(事故防止対策支援推進事業11.7億円の内数)
ドライブレコーダー７，０４５台、デジタル式運行記録計３，５０２台、デジドラ一体型７０９台
○平成２４年度補助実績(事故防止対策支援推進事業10.9億円の内数)
ドライブレコーダー６，４４７台、デジタル式運行記録計２，２４７台、デジドラ一体型１，１４１
台
○平成２５年度補助(事故防止対策支援推進事業10.7億円の内数)
ドライブレコーダー７，８８４台、デジタル式運行記録計４，５９３台、デジドラ一体型２，７９０
台、過労運転防止機器３，３２０台
○平成２６年度補助計画（事故防止対策支援推進事業10億円の内数）
募集期間：平成２５年７月１日～１１月３１日
○平成２６年度補助（事故防止対策支援推進事業10億円の内数）
ドライブレコーダー８，６６５台、デジタル式運行記録計２，４８２台、デジドラ一体型２，５５６
台、過労運転防止機器２，７１５台
○平成２７年度補助（事故防止対策支援推進事業10億円の内数）
ドライブレコーダー９，８９６台、デジタル式運行記録計１，８２４台、デジドラ一体型２，５８４
台、過労運転防止機器１，９５２台
○平成２８年度補助（事故防止対策支援推進事業10億円の内数）
募集期間：平成２８年７月１日～平成２８年９月２０日
〇平成２８年度補助補正予算（事故防止対策支援推進事業（補正予算）２．５億円の内数）
対象：デジタル式運行記録計を導入する貸切バス事業者
募集期間：平成２８年１２月１日～平成２８年１２月１９日

２６年度～２７
年度



【国土交通省、各業界団体】
国土交通省と各業界団体とが連携し、業態別の事故発生
状況等を踏まえつつ、現場まで浸透させるための対策を
実施。

◎

【国土交通省】
○自動車運送事業者を対象とした地方運輸局主催の事故防止セミナー等において、事業
用自動車の事故の発生状況を踏まえた対策を紹介している。
○平成28年４月に「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転車に対して行う指導及
び監督の指針」を改正し、事業者における交通事故の発生状況等を踏まえた教育を行うこ
ととし、当該教育に係るわかりやすい実施マニュアルを改訂した。

【バス業界】
◆重点削減目標
車内事故の防止（特に、発進時の車内事故削減を目指
す）（平成２４年時点で661件（乗合バス）、うち発進時268
件）
◆重点削減目標に向けた具体促進策
（１） 車内事故防止の具体的な取組み
＜路線バス＞
・停留所発進時における安全基本動作の徹底
・バスが停車してから離籍する「ゆとり乗降」の啓発
・乗客が着席してから発車すること及び車間距離を確保す
る「ゆとり運転」の励行
・「ゆとり運転」の点呼時における徹底
＜貸切バス、高速バス＞
・乗客へのシートベルト着用の徹底
（２） 車内事故防止キャンペーン及び安全輸送決議の実施
等
・毎年７月に車内事故防止キャンペーンを実施
・全国のバス事業者が一堂に会する全国バス事業者大会
において行う安全輸送決議に、車内事故防止対策を盛り
込む。
・メールマガジン等による広報活動

◎

【日本バス協会】
○平成26年11月以降に行った安全輸送決議における車内事故防止に関する事項に、「発
進時の車内事故の削減に重点的に取り組む。」旨を追加。
○平成27年7月及び平成28年7月の車内事故防止キャンペーンにおける重点項目に停留
所発進時の安全基本動作の徹底を追加。

乗合バスの車内事故件数
平成25年　575件（うち発進時239件）
平成26年　552件（うち発進時233件）
平成27年　490件（うち発進時201件）

①モード毎の事故の特徴を踏まえたき
め細やかな対策立案と現場まで分か
り易い具体的アクションの実施

【タクシー業界】
《Ⅰ．交通事故の総量抑止対策》
◆重点削減目標
交差点における出会い頭事故の防止：平成27年に2,825件
まで削減（平成24年時点で3,805件）
◆重点削減目標に向けた具体促進策
信号のない交差点通過時の安全に係る基本動作の習慣
化の徹底
（２段階停止の習慣づけ、アクセルからブレーキへの足乗
せ換え動作の習慣づけ）
《Ⅱ．死亡事故抑止対策》
◆重点削減目標
路上寝込み者等の轢過事故の防止：平成２７年に0人まで
削減（平成２４年時点で10人）
◆重点削減目標に向けた具体促進策
（１）早めのライト点灯とライト上向け走行の徹底
（２）路上寝込み者等発見時の警察への通報と保護活動
○広報、啓発活動
機関誌等による広報活動の実施、また、ポスターやビラ等
を全国の営業所・運転者へ配布し、具体的な事故防止ポ
イント等について啓蒙　等

（５）関係者一丸となった行動、構造的な課題への対処

◎

【（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会】
《Ⅰ．交通事故の総量抑止対策》
◆重点削減目標
交差点における出会い頭事故の防止：平成27年に2,825件まで削減（平成24年時点で3,805
件）
平成２７年時点で3,157件
《Ⅱ．死亡事故抑止対策》
◆重点削減目標
路上寝込み者等の轢過事故の防止：平成２７年に0人まで削減（平成２４年時点で10人）
平成２７年時点で8件
◆重点削減目標に向けた具体促進策
（１）早めのライト点灯とライト上向け走行の徹底
平成２６年より毎年１０月１日～１２月３１日までを「早めのライト点灯とライト上向き走行の
徹底による交通事故防止対策の推進期間」として傘下会員へ周知徹底を実施
（２）路上寝込み者等発見時の警察への通報と保護活動各都道府県警と協定を締結
平成２６年９月より締結を推進、平成２８年３月末現在２２都府県と締結
（３）ＳＡＳスクリーニング検査の受検推進キャンペーン
平成29年2月、ヘルスケアネットワーク、睡眠健康研究所の協力を得て、タクシー業界向け
のＳＡＳスクリーニング検査の受検推進キャンペーンを実施。
○広報、啓発活動
平成２６年１２月、「ハイタクにおける総合安全プラン２００９」重点対策推進ポスターを１５，０
００枚を作製し、傘下会員事業者へ配布。

【（一社）全国個人タクシー協会】
《Ⅰ．交通事故の総量抑止対策》
　平成26年６月27日の「事業用自動車総合安全プラン2009フォローアップ会議」を受けて、
当協会として、平成26年８月20日、正副会長会議において「個人タクシー事業における総合
安全プラン2009」に加えて、新たに重点削減目標として、「個人タクシーの交通事故（人身事
故・第１当事者）の４割以上を占める次の事故の削減を当面の『重点削減目標』に定め、積
極的に当該事故の削減に取り組む」ことを追加策定した。また、重点削減目標について、平
成30年までに365件以下（平成24年比40％減）をめざすこととした。
　【重点削減目標】
　　①交差点内での車両相互出会い頭の事故削減
　　②交差点内での人対車両事故削減
　　③第一通行帯での車両相互の追突事故削減
　　④交差点内での車両相互右折時の事故削減
《Ⅱ．死亡事故抑止対策》
　死亡事故件数（第1当事者）及び飲酒運転については、「個人タクシー事業における総合
安全プラン2009」の事故削減目標として、当初より毎年ゼロをめざしている。各支部・会員
団体・所属団体それぞれに「安全対策推進会議」（仮称）を設置し、事故情報の提供を行う
ほか、運輸局・運輸支局・警察に対し、講演等の協力依頼を行っている。また、所属団体等
の最小団体において、少人数による指導又はＫＹＴ等を実施している。
○広報、啓発活動
　全個協本部による機関紙、ポスター・ビラ、安全運行指導員だより等による広報・啓発の
ほか、各支部・会員団体・所属団体それぞれにおいて、機関紙、ポスター、個別指導を通じ
広報・啓発活動を実施している。

２６年度～

【（一社）全国個人タクシー協会】
《Ⅰ．交通事故の総量抑止対策》
　　①人身事故（第1当事者）の削減目標と発生件数
　　　平成25年　　削減目標　1,260件　　発生件数　1,327件　　67件　　5.3%
　　　平成26年　　削減目標　1,225件　　発生件数　1,183件　▲42件　▲3.4%
　　　平成27年　　削減目標　1,124件　　発生件数　1,121件　▲ 3件　▲0.3%
　　②重点削減目標における人身事故（第1当事者）の発生件数
　　　　　（平成24年611件との比較）
　　　平成25年　　発生件数　570件　▲ 41件　▲ 6.7%
　　　平成26年　　発生件数　502件　▲109件　▲17.8%
　　　平成27年　　発生件数　479件　▲132件　▲21.6%
《Ⅱ．死亡事故抑止対策》
　　　平成25年　　削減目標　0件　　発生件数　4件
　　　平成26年　　削減目標　0件　　発生件数　2件
　　　平成27年　　削減目標　0件　　発生件数　4件



【トラック業界】
◆重点削減目標
事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台
数１万台当たり「２．０」件以下とし、各都道府県（車籍別）
の共有目標とする。
車両数１万台当たりの死亡事故件数が高い地域におい
て、重点事故防止対策に加え、当該地域の事故分析を最
大限に活用し、交通事故の発生状況に即した事故防止対
策を樹立し、上記目標のより確実な達成を推進する。
◆重点削減目標に向けた具体的促進策
・横断歩行者事故防止のための安全確認の徹底
・交差点右左折における安全確認の徹底
・追突事故防止のための車間距離確保と制限速度遵守の
徹底
・高速道路における漫然運転防止の徹底
・運転記録証明書の積極的な活用への協力要請
・事業用トラック重点事故対策マニュアルの策定（横断歩
道事故編・交差点事故編）
・事故防止対策セミナーの開催・受講の促進
・ドラレコ及びディジタコ等安全管理機器のより積極的な導
入の促進

◎

【（公社）全日本トラック協会】
○交差点事故発生要因の詳細分析を行い、これに基づく「トラック交差点事故防止マニュア
ル～交差点事故撲滅キット～」を平成２７年度に作成し、これを活用した「交差点事故防止
セミナー」を都道府県トラックと共催で実施。
○追突事故発生要因の詳細分析を行い、これに基づく「トラック追突事故防止マニュアル～
追突事故撲滅キット～」を平成２８年度に作成し、これを活用した「追突事故防止セミナー」
を都道府県トラックと共催で実施。

②運転者教育の強化、自動車運送事
業の担い手の確保及び育成

【国土交通省】
初任運転者に対する「特別な運転者に対する特別な指導
の指針」に基づく指導監督マニュアルを作成し、より効果
的な指導方法を確立し、運送事業者への普及及び浸透を
図るとともに、高齢運転者についても、その運転特性等を
踏まえた事故防止のための指導監督マニュアルを作成す
る。
また、ドライバーのキャリアアップにつながるようドライバー
スキルの見える化について検討を進めるとともに、運行管
理制度のあり方の検討や中継輸送の実証運行の実施等
により、中継輸送の導入促進を図り、自動車運送事業の
担い手の確保及び育成を目指す。

２６年度～ ◎

【国土交通省】
○貨物自動車運送事業者に対する一般的な指導及び監督の実施マニュアルを改訂し、初
任運転者及び高齢運転者も活用できるものとした。（平成２８年６月改訂）
○平成27年度、若年層や女性ドライバー就労育成や定着化に関するガイドラインを作成
し、若年層や女性ドライバーの確保を促進するとともに、中継輸送の導入促進を図るべく、
点呼の方法等を示した「中継輸送に関するＱ＆Ａ」を公表し、また平成27年度から28年度に
かけて貨物自動車運送事業における中継輸送実証実験モデル事業を実施することで、中
継輸送の普及・実用化に向けた取組みを行っている。
※なお、トラック運送業の担い手の確保のためには、長時間労働・低賃金といったドライ
バーの労働環境の改善が必要であるため、荷主も参画する協議会や官邸に設置された中
小企業の取引条件改善に関する会議などの場を活用して、施策を進めているところ。

③事故調査機能の強化（事業用自動
車事故調査委員会の提言を踏まえた
対策の実施)

【国土交通省】
平成26年6月に発足した「事業用自動車事故調査委員会」
からの「特別重要調査対象事故」及び「重要調査対象事
故」における再発防止策の提言をうけ、現場への浸透、徹
底及びフォローアップを実施する。

２６年度～ ◎

【国土交通省】
〇事業用自動車事故調査委員会において議決された事故調査報告書を公表するととも
に、報告書において提言されている再発防止策への積極的な取り組みについて、事業者団
体及び地方運輸局に対して指示した。

◆「事業用自動車事故調査委員会」において事故調査を実施した件数
平成２６年：２件
平成２７年：６件
平成２８年：１１件

④運転者の体調急変に伴う事故防止
対策の浸透・徹底

【国土交通省】
　「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」につい
て、セミナー等を通じて現場（特に中小事業者）への浸透・
徹底を図るとともに、同マニュアルの浸透・取組状況等に
ついてフォローアップを実施し、同結果を基に、必要に応じ
て見直し等の更なる対策の検討を実施する。
　また、運転者の健康増進・管理を支援し確実なものとす
るため、日常の健康管理や運転者の体調異常やその前兆
の検知等に資する機器について、導入インセンティブの拡
充など普及方策について、必要な検討を実施。

２６年度～ ◎

【国土交通省】
○自動車運送事業者を対象とした地方運輸局主催の事故防止セミナー等において、国土
交通省の行う健康起因事故対策について紹介することにより、健康管理マニュアルの普及
促進を図っている。
○平成２７年９月より「事業用自動車健康起因事故対策協議会」を設置し、当該検討会にお
いて自動車運送事業者への実態調査を行い、「事業用自動車の運転車の健康管理マニュ
アル」の浸透・取組状況等についてフォローアップを行った。当該調査の結果に基づき、健
康起因事故防止対策を検討している。
○平成２９年２月には、「プロドライバーの健康管理・労務管理の向上による事故防止に関
するセミナー」を開催し、自動車運送事業者の健康起因事故防止対策の促進を図ってい
る。

【（公社）全日本トラック協会】
○健康起因事故防止対策の強化を図るため、陸上貨物運送事業労働災害防止協会及び
産業保健総合支援センター並びに都道府県トラック協会と共催で「過労死等防止・健康起
因事故防止セミナー」を平成２９年度より実施予定。

【国土交通省】
○適正な労働環境確保のための取組の実効性向上
高速・貸切バスの安全・安心回復プランフォローアップ会
議によるバス運転者の労働時間等の実態調査の結果を
踏まえ、運転者の適正な労働環境確保のための取組の更
なる実効性向上を図る。

２６年度～ ◎

【国土交通省】
バス運転者の労働時間等の実態調査について、平成２６年７～８月に５０事業者にヒアリン
グ、２５０名の運転者にアンケートを実施。
平成２８年度には、約3,000事業者、約6,000名の運転者にアンケートを実施する予定。

○新たな貸切バスの運賃・料金制度による取引の促進
平成２６年３月に取りまとめられた、安全と労働環境改善コ
ストを反映した、合理的でわかりやすい時間・キロ併用制
の新たな運賃・料金制度への速やかな移行及び書面取引
の徹底を図るとともに、事後チェックにより違反が判明した
場合には、確実かつ厳正に処分を行う等、貸切バス事業
者と運送申込者との適正な運賃・料金での取り引きの促
進を図る。

２６年度～ ◎

貸切バスの運賃・料金の下限割れ防止対策として、
・下限割れ運賃に関する通報窓口を国土交通省に設置。
・過大な手数料による実質的な下限割れ防止対策として、バス業界と旅行業界の協力の
下、これについて専門的な知見から判断するための第三者委員会を設置
・運送引受書の記載事項に運賃・料金の上限・下限額を追加するとともに、旅行業者等に
対して支払う手数料等に関する取引書面を取り交わすことを義務づけ。

・国の通報窓口への通報件数：４４件、うち調査対象：１４件、うち調査済み：３件、うち行
政処分：０件
・第三者委員会への通報件数：２０件、うち調査対象：１件、うち調査済み：１件、うち行政
処分：０件
（平成２８年１２月末現在）

①モード毎の事故の特徴を踏まえたき
め細やかな対策立案と現場まで分か
り易い具体的アクションの実施

２６年度～

⑤高速・貸切バスの安全・安心確保



○バス運転者の育成・確保
本年７月にとりまとめた「バスの運転者の確保及び育成に
向けた検討会」の内容を踏まえ、バスの運転者の安定的
な確保と育成に向けた取組を実施。
＜今後の主な取組＞
①若年層の採用拡大のための募集・採用活動の競争力
強化
②女性の採用拡大のための勤務体系・社内インフラの整
備・充実
③地域交通の再編等を通じた経営改善による運転者の待
遇改善
④従業員満足度の向上による意欲や士気の向上

２６年度～ ◎

　バス運転者の育成・確保に当たっては、若年層や女性の求職者向けのチラシ・リーフレッ
トを作成し、求職者に対してバス運転者を就職先の選択肢の１つにしてもらうことや応募し
てもらうためのＰＲを実施。また、事業者がバス運転者を募集する際や育成（従業員満足度
向上による意欲や士気の向上も含む）する際の手引き書も作成し、事業者へ配布を実施。
　また、女性が働きやすい環境整備のためのインフラ整備費用については、厚生労働省の
女性活躍加速化助成金の活用を事業者に対して周知を実施。
　公共交通の利便性・効率性の向上を図るため、地方自治体が中心となって、まちづくり等
と連携して地域交通の再編等を検討するための法律の枠組みを整備した（改正地域公共
交通活性化再生法。平成26年11月施行）

－ －

【国土交通省】
○平成２８年１月１５日に発生した軽井沢スキーバス事故を受け、平成２８年６月３日に取り
まとめた「総合的な対策」に基づき、下記の各種措置を逐次実施に移している。
・貸切バス事業者、運行管理者等の遵守事項の強化
・法令違反の早期是正、不適格者の排除等
・監査等の実効性の向上
・旅行業者、利用者等との関係強化
・ハード面の安全対策による事故防止の促進

【国土交通省】
○安全品質の確保
「（２）コンプライアンスの徹底」において実施する、法令違
反の疑いのある悪質な業者等の徹底した排除のための対
策を通じて、訪日外国人が多く利用する貸切バスの安全
を確保を図る。

継続 ◎

【国土交通省】
○貸切バスの多客期前の事故防止措置として、効果的な監査の実施を目的とした、インバ
ウンド事業者リストの作成を指示（平成２７年２月）
○平成２８年１２月に道路運送法を改正し、貸切バス事業者が安全に事業を遂行する能力
を有するかどうか５年ごとにチェックする貸切バス事業許可に係る更新制を導入。新規許可
と更新の申請時においては、「安全投資計画」と「収支見積書」の提出を、事業者に求める
こととし、これらの書類に基づき、必要な人数の運行管理者の確保や、車両の適切な整備
等のための費用を賄いつつ、継続的に事業を遂行する能力があるかどうかを、事業実績も
踏まえながら審査する。

○優良事業者による輸送力の確保・ミスマッチの調整
貸切バス事業者安全性評価認定取得事業者を増加させ、
認定制度を更に広く周知する。さらに、当該事業者の安全
性向上の取組や利用者の声等のグッドプラティクス情報を
発信し、事業者全体の安心・安全の意識向上の促進に繋
がる対策を検討する。
上記取組やネガティブ情報の積極的な情報発信等によ
り、安心・安全で良質なサービスを提供できる事業者に対
する、貸切バス利用者による選択を更に促進する。

継続 ◎

貸切バス事業者における先進安全技術の導入状況、セーフティバス認定の取得状況といっ
た安全情報について、貸切バス事業者から国への報告を義務付けるとともに、国はこれを
整理してホームページ等で公表することにより、利用者による選択を通じて貸切バスの安全
性の向上を促す。
また、貸切バスの営業区域に係る弾力化措置について、需要動向を踏まえて平成２９年３
月末まで再延長。

○積極的な発信
優良事業者の適切な選択や安全コストの円滑な転嫁等を
実現するため、内外の旅行業者、関係国観光当局や消費
者等に対する貸切バスの制度や安全品質の積極的な情
報発信について、関係者による相互の情報・意見の交換
等を行う。

２６年度～ ◎

貸切バス事業者における先進安全技術の導入状況、セーフティバス認定の取得状況といっ
た安全情報について、貸切バス事業者から国への報告を義務付けるとともに、国はこれを
集約してホームページ等で公表。また、国土交通省の働きかけにより、複数の旅行業者
が、安全情報のパンフレットやホームページへの掲載を開始。

【国土交通省】
○トラック事業の市場構造の適正化
・適正な運賃・料金の収受を支援するため、トラック協会に
おいて、原価の公表等の取組を推進するよう通達を発出
（平成26年4月）,引き続き適切な運用を図る。
・取引の書面化に係る実態調査やトラック協会が行うセミ
ナーでの事業者の状況等を踏まえて、取引の書面化の普
及・定着を加速させる取組を検討。
・荷主の都合により生じた待機時間の押しつけなど問題と
なる商慣行を是正するために、下請・荷主適正取引推進
ガイドラインの改正を検討。

２６年度～２７
年度

◎

【国土交通省】
○トラック運送業における適正な運賃・料金の収受に関する議論を行うため、平成28年度、
「トラック運送業の適正運賃・料金検討会」を設置し、トラック協会と協力しながら課題と方策
を検討している。
○平成27年度、取引の書面化に係る実態調査を行うとともに、トラック協会にて書面化推進
のためのセミナーを全国で開催することで、取引の書面化の普及・定着を加速させる取組を
実施した。
○手待ち時間がトラック運送事業者の負担となっている商慣行を踏まえ、平成27年度、下
請・荷主適正取引推進ガイドラインにおいて手待ち時間の改善等に関する記載を追加し
た。

○タクシー事業の市場構造の適正化
・「改正特措法（特定地域及び準特定地域における一般乗
用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特
別措置法）」に基づき、タクシーの供給過剰又はそのおそ
れがある地域として指定された地域における供給輸送力
の削減及び需要活性化の取組が円滑に実施されるよう指
導・助言していく。

２６年度～ ◎

○改正タクシー特措法に基づき27の地域を特定地域として指定した。指定された27地域の
うち、8地域については、各地域協議会において供給輸送力の削減等を内容とする地域計
画の議決が行われた。更に8地域のうち3地域においては、当該計画について地方運輸局
長の認可がなされており、今後、当該計画に基づき各事業者が事業者計画を策定し、各種
施策jが実施される予定。

（６）道路交通環境の改善
①道路交通環境の改善 【国土交通省・警察庁】

　事故の発生割合が高い区間における交差点改良や歩道
の整備、中央帯の設置、信号機改良等。
通学路における歩道の整備や路肩のカラー舗装、防護柵
の設置等。
　生活道路への通過交通が多く、事故の発生割合が高い
地区において、生活道路への通過交通を抑制するための
ハンプや狭さく等の整備による、歩行者等の安心・安全の
確保。
　防護柵や道路反射鏡等の交通安全施設の適切な維持・
管理を実施。
等

継続 ◎

【国土交通省・警察庁】
○社会資本整備重点計画に基づき、事故の発生割合が高い箇所を「事故危険箇所」に指
定し、交差点改良や歩道の整備、中央帯の設置、信号機改良等を重点的に実施。
○平成２４年度に実施した通学路の緊急合同点検や通学路交通安全プログラムに基づく定
期的な合同点検結果に基づき、通学路における歩道整備やカラー舗装、防護柵の設置、信
号機の設置等を推進。
○市街地等における生活道路の安全を確保するため，通過交通の抑制等が必要な地区に
対し、最高速度30キロメートル毎時の区域規制や路側帯の設置・拡幅等の対策を採りつ
つ、地区の状況に応じて、物理的デバイス等の道路整備等を実施する「ゾーン30」を設定
し、都道府県公安委員会と道路管理者が連携した歩行者・自転車利用者の交通安全対策
を推進。

◆事故危険箇所の指定数
　社会資本整備重点計画（平成24年８月31日閣議決定）に基づく指定数：3,490か所
　第４次社会資本整備重点計画（平成27年９月18日閣議決定）に基づく指定数：3,125か
所

⑥訪日旅行の安全品質の確保、積極
的な発信

⑦トラック事業及びタクシー事業の市
場構造の適正化

⑤高速・貸切バスの安全・安心確保


